
別紙1

計算書類に対する注記　（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記 該当なし

２．重要な会計方針

（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等　―　　償却原価法（定額法）　　　　　　　　 該当なし
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　―　　決算日の市場価格に基づく時価法　　 該当なし

（２） 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品等　―　　定額法
・リース資産
　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。 該当なし
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法による。 該当なし
・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法

（３） 引当金の計上基準
・退職給付引当金　
　  職員に対する退職金の支給に備えるため、法人の負担する県退職共済制度掛金
　累計額を退職給付引当金に計上する。
・徴収不能引当金
　　金銭債権のうち、徴収不能の恐れのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収
　不能引当金として計上する。 該当なし
・賞与引当金
　　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を
　賞与引当金として計上する。 該当なし

３．重要な会計方針の変更 該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

　　退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
　共済制度及び大分県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

　当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１） 法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
（２） 事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
　　当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため作成していない。
（３） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
（４） 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、

第２号第３様式、第３号第３様式）
　　当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
（５） 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　本部拠点　（社会福祉事業）
イ　明野台こども園拠点　 （社会福祉事業）
    「明野台こども園」

６．基本財産の増減の内容及び金額

　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
　土地
　建物

合　　計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

45,617,419

229,158,045

45,617,419
174,350,514
219,967,933

0

9,190,112
183,540,626 9,190,112

0

　（単位：円）

0
0



８．担保に供している資産 該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
 建物（基本財産）
 構築物
 車輌運搬具
 器具及び備品

合　　計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

　（単位：円）
債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

 事業未収金
 未収金
 未収補助金

合　　計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

１２．関連当事者との取引の内容 該当なし

１３．重要な偶発債務 該当なし

１４．重要な後発事象 該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
　　　純資産の状態を明らかにするために必要な事項

　前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から
振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

　（単位：円）

以　　上

合計（前払費用計上額） 461,050 461,050

支払資金の範囲である前払費用 411,550 411,550
1年基準による振替額 49,500 49,500

239,200,558 64,850,044 174,350,514

当年度末 前年度末

資産の種類

08,075,438

7,768,210

182,009
8,075,438

資産の種類

125,219 0 125,219

　（単位：円）

5,988,170 5,846,707 141,463
24,177,860

36,260,763 13,762,530

17,810,403 6,367,457

22,498,233

182,009

0

0

7,768,210

203,357,667305,627,351 102,269,684



別紙2

計算書類に対する注記　（本部拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等　―　　償却原価法（定額法）　　　　　　　　 該当なし
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　―　　決算日の市場価格に基づく時価法　　 該当なし

（２） 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品等　―　　定額法 該当なし
・リース資産
　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。 該当なし
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法による。 該当なし
・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法 該当なし

（３） 引当金の計上基準
・退職給付引当金　
　  職員に対する退職金の支給に備えるため、法人の負担する県退職共済制度掛金
　累計額を退職給付引当金に計上する。 該当なし
・徴収不能引当金
　　金銭債権のうち、徴収不能の恐れのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収
　不能引当金として計上する。 該当なし
・賞与引当金
　　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を
　賞与引当金として計上する。 該当なし

２．重要な会計方針の変更 該当なし

３．採用する退職給付制度 該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

　当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１） 本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２） 拠点区分事業活動明細書（別紙３　 (⑪) ）

サービス区分がないため、省略している。
（３） 拠点区分資金収支明細書（別紙３　 (⑩) ）

サービス区分がないため、省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

７．担保に供している資産 該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

１１．重要な後発事象 該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
　　　純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

以　　上



別紙2

計算書類に対する注記　（明野台こども園拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等　―　　償却原価法（定額法）　　　　　　　　 該当なし
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　―　　決算日の市場価格に基づく時価法　　 該当なし

（２） 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品等　―　　定額法
・リース資産
　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。 該当なし
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法による。 該当なし
・ソフトウェア等の無形固定資産は、残存価額をゼロとする定額法

（３） 引当金の計上基準
・退職給付引当金　
　  職員に対する退職金の支給に備えるため、法人の負担する県退職共済制度掛金
　累計額を退職給付引当金に計上する。
・徴収不能引当金
　　金銭債権のうち、徴収不能の恐れのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収
　不能引当金として計上する。 該当なし
・賞与引当金
　　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を
　賞与引当金として計上する。 該当なし

２．重要な会計方針の変更 該当なし

３．採用する退職給付制度

　　退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
　共済制度及び大分県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

　当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１） 明野台こども園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２） 拠点区分事業活動明細書（別紙３　 (⑪) ）

サービス区分が1つのため、省略している。
（３） 拠点区分資金収支明細書（別紙３　 (⑩) ）

サービス区分が1つのため、省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
　（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
　土地
　建物

合　　計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

７．担保に供している資産 該当なし

9,190,112
0 045,617,419

229,158,045 0

45,617,419
183,540,626 0

219,967,933
174,350,514

9,190,112



８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
　（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
 建物（基本財産）
 構築物
 車輌運搬具
 器具及び備品

合　　計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
　（単位：円）

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
 事業未収金
 未収金
 未収補助金

合　　計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

１１．重要な後発事象 該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
　　　純資産の状態を明らかにするために必要な事項

　前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から
振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

　（単位：円）

以　　上

合計（前払費用計上額） 461,050 461,050

支払資金の範囲である前払費用 411,550 411,550
1年基準による振替額 49,500 49,500

資産の種類

182,009
125,219 0 125,219

当年度末 前年度末

24,177,860

8,075,438 0 8,075,438
182,009 0

7,768,210 0 7,768,210

102,269,684 203,357,667

5,988,170 5,846,707
17,810,403 6,367,457

36,260,763 13,762,530 22,498,233

305,627,351

141,463

資産の種類
174,350,514239,200,558 64,850,044


